
その他の介護サービス 

研修テキストに係るリハビリテーションの範囲について（案） 

 リハビリテーションとは（1968年、世界保健機構（WHO）の総合リハビリテーションの考え方） 
 障害者の機能的能力を最高レベルに達せしめるために、固体を訓練あるいは再訓練するため、医学的、社会的、教
育的、職業的手段を組み合わせ、かつ相互に調整してもちいること。 

医学的リハビリテーション 

社会的リハビリテーション 

教育的リハビリテーション 

職業的リハビリテーション 

就学前教育・義務教育・高等教育等により能力の向上を目指すリハ 

職業訓練・職業適応等により職業能力の向上を目指すリハ 

自らの人生を主体的に生きていくための社会生活力を高めることを目指すリハ 

理学療法・作業療法等により身体機能の回復等を目指すリハ 

発
症
 

急性期リハビリテーション    回復期リハビリテーション リハビリテーション（維持期） 
発症からできる限り早い段階で行われる

リハビリテーション。 

通常は発症より２週間から１ヶ月に相当

する。 
急性期のリハビリテーションでは、全身
状態が十分に安定していない場合が多
いため、リスク管理をしっかりと行いつつ
廃用症候群の予防と早期離床、機能回
復、基本動作の練習をすることが主体と

障害の内容や程度に即して、実際に対象となる

人の日常生活を想定しながら、多岐にわたる集

中的なリハビリテーションを行う。 
急性期に引き続いて、機能障害の回復をはかる
とともに、基本動作能力、歩行能力、身の回りの
ことや家事動作、その他趣味活動、仕事などに
ついての可能性・目標を見極め、実際にその方
がこれから送られる生活を一緒に考えながら、リ
ハビリテーションを進めていく。 

在宅・施設にかかわらず、医療機関で行われる急

性期・回復期のリハビリテーションによって獲得され

た機能や能力が低下することをできる限り防ぎ、可

能であれば機能向上を図り、身体的、精神的かつ

社会的に最も適した生活を獲得することを目的とし

て行われる。 
家屋や屋外の環境、家族の介護力などを評価し、
必要に応じて住宅改修などの環境整備、福祉機器
の導入、介助の仕方の指導なども重要な役割とな

医療機関である地域リハ支援センターのリハ分野 訪問リハ・通所リハ 

居宅介護支援以外のサービス 

ケアプランによる必要な
サービス提供計画 
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居宅介護支援（ケアマネジャー） 


